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（
行
政
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
剰
余
金
の
分
配
を
目
的
と
し
な
い
社
団
及
び
財
団
に
つ
い
て
、
そ
の
行
う
事
業
の
公
益
性
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
り
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
の
制
度
を

創
設
し
、
そ
の
設
立
、
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
趣
旨

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
の
設
立
、
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ

る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二
、
一
般
社
団
法
人

１

設
立

一
般
社
団
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
（
設
立
時
社
員
）
が
共
同
し
て
定
款
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
定
款
は
、
公
証
人
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
効
力
を
生
じ
な
い
。
一
般
社
団
法
人
は
、
そ
の
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主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。

２

機
関

社
員
総
会
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
項
及
び
一
般
社
団
法
人
に
関
す
る
一
切
の
事
項
（
理
事
会
を
設
置
す
る
一

般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
で
定
め
た
事
項
）
に
つ
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
社
団
法
人
に
は
、

一
人
又
は
二
人
以
上
の
理
事
を
必
置
と
す
る
。

３

基
金

一
般
社
団
法
人
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
金
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

解
散

一
般
社
団
法
人
は
、
法
定
の
解
散
事
由
で
解
散
す
る
ほ
か
、
休
眠
法
人
に
つ
い
て
は
所
定
の
手
続
を
経
て
解
散
し
た

も
の
と
み
な
す
。

三
、
一
般
財
団
法
人

１

設
立

一
般
財
団
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
設
立
者
が
定
款
を
作
成
し
、
か
つ
、
三
百
万
円
以
上
の
財
産
を
拠
出
し
な
け
れ



- -3

ば
な
ら
ず
、
当
該
定
款
は
、
公
証
人
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
効
力
を
生
じ
な
い
。
一
般
財
団
法
人
は
、
そ
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。

２

機
関

一
般
財
団
法
人
に
は

評
議
員

評
議
員
会

理
事

理
事
会
及
び
監
事
を
必
置
と
し

大
規
模
一
般
財
団
法
人

負

、

、

、

、

、

（

債
額
二
百
億
円
以
上
の
法
人
）
に
は
会
計
監
査
人
の
設
置
を
義
務
付
け
る
。

３

定
款
の
変
更
等

設
立
者
が
定
め
た
目
的
並
び
に
評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
の
方
法
は
、
そ
の
変
更
に
関
す
る
規
定
を
設
立
者
が
定
款

に
定
め
て
い
な
い
限
り
、
変
更
で
き
な
い
。
な
お
、
目
的
等
の
定
め
を
変
更
し
な
け
れ
ば
法
人
の
運
営
の
継
続
が
不
可

能
又
は
著
し
く
困
難
と
な
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
に
基
づ
き
定
款
の
変
更
が
で
き
る
。

４

解
散

一
般
財
団
法
人
は
、
二
期
連
続
し
て
純
資
産
額
が
三
百
万
円
未
満
と
な
っ
た
場
合
な
ど
の
法
定
の
解
散
事
由
で
解
散

す
る
ほ
か
、
休
眠
法
人
に
つ
い
て
は
所
定
の
手
続
を
経
て
解
散
し
た
も
の
と
み
な
す
。

四
、
清
算
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一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
が
解
散
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
、
清
算
手
続
を
定
め
る
。

五
、
合
併

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
相
互
の
ほ
か
、
一
般
社
団
法
人
と
一
般
財
団
法
人
と
の
合
併
を
認
め
る
。

六
、
雑
則

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
よ
る
解
散
命
令
の
制
度
を
設
け
る
ほ
か
、
一
般
社
団
法
人
又

は
一
般
財
団
法
人
の
組
織
に
関
す
る
訴
え
、
一
般
社
団
法
人
に
お
け
る
役
員
等
の
責
任
追
及
の
訴
え
等
に
つ
い
て
定
め
、

非
訟
、
登
記
及
び
公
告
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

七
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
適
当
な
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


